
報酬額表 

 

報酬額はすべて「税込」です。 

業務内容 従業員数 報酬額 業務内容 従業員数 報酬額 

顧問料（手続き業務を含む） 

～4人 22,000 円 

顧問料（手続き業務を含まない相談業務のみ） 

～9人 11,000 円 

5人～9人 33,000 円 10人～19人 22,000 円 

10人～19人 55,000 円 20人～49人 33,000 円 

20人～29人 88,000 円 
50人以上 協議により決定 

30人以上 協議により決定 

社会保険関係 新規事業所開設時の諸手続き一式 

（新規適用届、被保険者資格取得届） 
1人～9人 44,000 円 

労災・雇用保険関係 新規事業所開設時の諸手続き一式 

（適用事業報告、36 協定、保険関係成立届、概算保険料 

申告書、適用事業設置届、被保険者資格取得届） 

1人～9人 55,000 円 

資格取得届（社会保険） 1人 5,500円 資格取得届（雇用保険） 1人 5,500円 

資格喪失届（社会保険） 1人 5,500円 資格喪失届（雇用保険） 1人 5,500円 

被扶養者異動届（社会保険） 被保険者 1人 5,500円 離職証明書（雇用保険） 1人 5,500円 

算定基礎届（社会保険） 

～9人 22,000 円 

年度更新（労働保険料概算・確定申告） 

～9人 33,000 円 

10人～19人 44,000 円 10人～19人 55,000 円 

20人～29人 77,000 円 20人～29人 88,000 円 

30人～39人 110,000 円 30人～39人 132,000 円 

40人～49人 132,000 円 40人～49人 165,000 円 

50人以上 協議により決定 50人以上 協議により決定 

業務内容 顧問先 顧問先以外 業務内容 登録免許税等 報酬額 

助成金請求（＊） 受給額の 20％ 3.3万＋受給額の 20％ 一般労働者派遣事業許可 別途必要 220,000 円 

就業規則新規作成 110,000 円 220,000 円 一般労働者派遣事業許可更新（初回 3年、以降 5年） 別途必要 110,000 円 

賃金規程新規作成 55,000 円 110,000 円 有料職業紹介事業許可 別途必要 132,000 円 

その他各種規程新規作成 別途相談 別途相談 有料職業紹介事業許可更新（初回 3年、以降 5年） 別途必要 66,000 円 

業務内容 報酬額 
【助成金の申請について】 

＊ 助成金の申請に係る報酬には下限額を設定しています。 
＊ 助成金ごとに手続きのボリュームが異なるので、事前にお見積もり致します。 
【給与計算代行について】 

＊ 賞与計算は、原則として 1回の 支払いにつき、給与計算報酬（月額）の 1ヶ月分お預かり致します。 

＊ 給与計算に関連する業務のうち、税金関係の業務は税理士業務となりますので何卒ご了承くださいませ。 

＊ 事業所が複数あり、事業所単位に計算処理を必要とする場合は、別途お見積り致します。 

給与計算代行（対象者 5人まで） 11,000円 

給与計算代行（対象者 6人～9人まで） 22,000 円 

給与計算代行（対象者 10人～15 人まで） 33,000 円 

給与計算代行（対象者 16人以上） お問い合わせくださいませ 
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